
■保険外負担に係る費用 

当院では以下の事項において、実費のご負担をお願いしております。 

・院内様式診断書（１通）３,０００円（税込） 

・身体障碍者申請診断書（１通）５,０００円（税込） 

・診断書（生命保険用）（１通）５,０００円（税込） 

 

■個人情報保護に関する掲示 

当院では患者さんの個人情報の保護に万全の体制を採っています。 

当院は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ね

ております。「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重

要であると考えております。そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履

行に努めます。 

１．個人情報の収集について 

当院が患者さんの個人情報を収集する場合、診療・看護および患者さんの医療にかかわる範

囲で行います。 

その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得

た上で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。 

２．個人情報の利用および提供について 

当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範

囲を超えて使 

用いたしません。 

◎ 患者さんの了解を得た場合 

◎ 個人を識別あるいは特定できない状態に加工¹して利用する場合 

◎ 法令等により提供を要求された場合 

当院は、法令の定める場合等を除き、患者さんの許可なく、その情報を第３者²に提供いた

しません。 

３．個人情報の適正管理について 

当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の

漏えい、紛失、 

破壊、改ざん又は患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 

４．個人情報の確認・修正等について 

当院は、患者さんの個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容

を確認し、当 

院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない

等の理由で訂 

正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。 



５．問い合わせの窓口 

当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問い合わせは下記の

窓口でお受けいたします。 

窓 口 「個人情報保護相談窓口」 

６．法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善 

当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各

項目の見直し 

を適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。 

※1 単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方

法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。 

※2 第３者とは、情報主体および受領者（事業者）以外をいい、本来の利用目的に該当しな

い、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人を

さす。 

※ この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情

報についても上記と同様に取扱います。 

平成 29年 5月 1日  院長  久保田 綾恵 

 

■基本診療料 

「夜間・早朝等加算」 

平日の午後６時以降および土曜日の正午以降に受付の方は基本診療料に夜間・早朝等加算

を上乗せします。 

 

「明細書発行体制等加算 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、 

明細書を発行することと致しました。 

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので 

その点、御理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨 

お申し出ください。 

平成２２年４月 

大垣駅前眼科 

 

■特掲診療料 

「コンタクトレンズ検査料１～４」 

コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療（眼科学的検査）に係る費用は次のとおりで

す。 

基本診療料 



・初診料２９１点 

医療情報取得加算（初診）１点 

・再診料７５点 

明細書発行体制等加算１点 

医療情報取得加算（初診）１点 

・特掲診療料 

コンタクトレンズ検査料１ ２００点（４の場合は５０点） 

コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用

を算定する場合があります。 

コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定

されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。 

診療医師名：久保田 綾恵 

医療従事年数：１０年以上 

眼科診療経験：厚生労働省の施設基準に定める経験を有しています。 

 

「一般名処方加算／外来後発医薬品使用体制加算１～３」 

当院では後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組んでおります。 

また、医薬品の供給が不安定な状況踏まえ、一般名処方（主にジェネリック医薬品の処方）

をすることで、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤し、患者様に適切に医薬品を提供

します。 

ただし、医薬品の供給状況によっては、お渡しするお薬を変更する可能性があります。お薬

についてご不明な点がございましら、医師までご相談下さい。 

 

■各種指定医療機関 

「保険医療機関」 

 

以上 


